
 

 

 

2017春季生活闘争･妥結情報 
2017.5.12－第１４号－ 連合北海道 春季生活闘争本部 

 
２０１７春季生活闘争 回答集計結果について 

  連合本部は、2017 春季生活闘争につき、５月９日（火）午前１０時時点で取りま

とめた第５回回答集計につき、次の通り報告した。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 連合北海道における妥結報告（5 月 11 日現在）のあった組合は 155 組合で、そのう

ち集計可能組合は 149 組合である。 

 賃金引き上げは、加重平均で 5,219 円・1.98％(定昇・ベア込)と、昨年同時期を妥

結額では 13 円上回っている。特に、300 人未満の中小組合（113 組合）では、昨年

比＋355 円、＋0.18%と成果を上げ、4 年続けて賃上げの流れが継続されている。（組

合規模別の妥結状況は下表を参照のこと） 
【組合規模別賃上げ状況  2017 年 5 月 11 日 連合北海道集計】 
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～ ９９人 ７７ ３，３８２ 
３，７２５円 

（1.63%） 
８８ ３，５３３ 

３，５５９円 

（1.67%） 
＋１６６円 

１００～２９９人 ３６ ６，０２８ 
４，３８０円 

（1.97%） 
３７ ５，９５９ 

３，９９２円 

(1.68%) 
＋３８８円 

３００人未満計 １１３ ９，４１０ 
４，１５９円 

（1.86%） 
１２５ ９，４９２ 

３，８２４円 

（1.68%） 
＋３５５円 

３００～９９９人 ２８ １４，０４５ 
５，０７３円 

（1.87%） 
33 １６，７１８ 

５，０２８円 

（1.91%） 
＋４５円 

１，０００人～ ８ １４，５４４ 
５，９３３円 

（2.12%） 
１１ ２５，３１９ 

５，８０９円 

（2.20%） 
＋１２４円 

300 人以上計 ３６ ２８，５８９ 
５，５２７円 

（2.01%） 
４４ ４２，０３７ 

５，５１４ 

（2.09%） 
＋１３円 

計 １４９ ３７，９９９ 
５，２１９円 

（1.98%） 
１６９ ５１，５２９ 

５，２０６ 

（2.02%） 
＋１３円 

  

○平均賃金方式でみると、全体として「賃上げ」の流れが維持されているのに加え、組合員数

300人未満の中小組合はめざましい成果を上げている。「賃上げ分」「定昇相当分込み」と

もに昨年同時期を上回り、かつ「賃上げ分」は依然大手のそれを超えている。「定昇相当分

込み」1.90%は1998年以来の水準である。「大手追従・大手準拠などの構造を転換」する運

動の前進が成果として現れているものと評価する。  

○非正規労働者の賃上げ（単純平均）は昨年同時期比で時給2.17円・月給321円のプラスであ

る。また、集計対象である非正規組合員の大多数を占める時給の引き上げは正規を上回って

いる。  

○各種取り組みの集計結果は、非正規労働者の雇用安定の取り組みが大幅に増加し、1年後に

迫る改正労働契約法施行5年に備えた取り組みが広がっている。また、職場における男女平

等促進、長時間労働是正（３６協定の上限設定やインターバル休息導入など）、高齢者雇用

についても着実に進展しており、労働者の立場に立った「働き方改革」実現に向けて、組合

が取り組みを強めていることが読み取れる。  


